
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
交
付
金
の
交
付
決
定
の
基
礎
と
な
る
農
業
委
員
会
の
数
等
）

（
交
付
金
の
交
付
決
定
の
基
礎
と
な
る
農
業
委
員
会
の
数
等
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

法
第
二
条
第
二
項
の
農
業
者
の
数
は
、
直
近
に
公
表
さ
れ
た
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
農
林

省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
の
調
査
に
よ
る
総
農
家
数
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
条
第
二
項
の
農
業
者
の
数
は
、
直
近
に
公
表
さ
れ
た
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
農
林

省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
の
調
査
に
よ
る
総
農
家
数
及
び
土
地
持
ち
非
農
家
数
中
の
総
農
家
数
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

３

法
第
二
条
第
二
項
の
農
地
面
積
は
、前
項
に
規
定
す
る
調
査
に
よ
る
経
営
耕
地
の
面
積
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
条
第
二
項
の
農
地
面
積
は
、
前
項
に
規
定
す
る
調
査
に
よ
る
経
営
耕
地
の
状
況
中
の
経
営
耕
地
総
面

積
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
農
業
者
等
が
委
員
の
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

（
認
定
農
業
者
等
が
委
員
の
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
条

法
第
八
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

第
二
条

法
第
八
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

当
該
農
業
委
員
会
の
区
域
内
に
お
け
る
認
定
農
業
者
の
数
が
、
委
員
の
定
数
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た
数
を

下
回
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
認
定
農
業
者
が
少
な
い
場
合
」
と
い

う
。）に
お
い
て
、
委
員
の
過
半
数
を
法
第
八
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
認
定
農
業
者
等
」
と
い

う
。）又
は
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
と
き
。

一

当
該
農
業
委
員
会
の
区
域
内
に
お
け
る
認
定
農
業
者
の
数
が
、
委
員
の
定
数
に
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を
下

回
る
場
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て「
認
定
農
業
者
が
少
な
い
場
合
」と
い
う
。）

に
お
い
て
、
委
員
の
過
半
数
を
法
第
八
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
認
定
農
業
者
等
」
と
い
う
。）

又
は
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
市
町
村
の
議
会
の
同
意
を
得
た
と
き
。

イ
〜
ヌ

（
略
）

イ
〜
ヌ

（
略
）

二

委
員
の
過
半
数
を
認
定
農
業
者
等
又
は
前
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る
こ
と
と
す
れ
ば
委
員
の

任
命
に
著
し
い
困
難
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
認
定
農
業
者
が
少
な
い
場
合
に
限
る
。）に
お
い
て
、
委

員
の
少
な
く
と
も
四
分
の
一
を
認
定
農
業
者
等
又
は
前
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る
と
き
。

二

委
員
の
過
半
数
を
認
定
農
業
者
等
又
は
前
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る
こ
と
と
す
れ
ば
委
員
の

任
命
に
著
し
い
困
難
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
認
定
農
業
者
が
少
な
い
場
合
に
限
る
。）に
お
い
て
、
委

員
の
少
な
く
と
も
四
分
の
一
を
認
定
農
業
者
等
又
は
前
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
当
該
市
町
村
の
議
会
の
同
意
を
得
た
と
き
。

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
二
十
六
号

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

金
子
原
二
郎




